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2022年 6月 3日 

 

 東海東京証券株式会社との提携による金融商品仲介業務のエリア拡大について  

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：松田 正彦）は、提携する東海東京証券株式会社

（本社：愛知県名古屋市、社長：佐藤 昌孝）との金融商品仲介サービスの提供エリアをこれまでの

山形県村山地域・置賜地域に加え、2022年6月6日（月）より、庄内地域・最上地域にも拡大し、県内

全域でのサービス提供を開始いたしますのでお知らせします。 

当行を含むフィデアグループでは、法人及び個人のお客さまへの資産の活用及び運用ニーズに対す

るコンサルティングの強化に努め、その一環として証券ビジネスの拡充を図っております。東海東京

証券との提携による金融商品仲介を通じて、国内外の株式や仕組債など、これまで取扱いのなかった

ラインナップでのご提案が可能になりました。また、サービス提供エリアの県内全域への拡大に伴い、

当行の証券担当者を増員し、サービス提供体制をさらに強化いたしました。 

当行は引き続き、資産形成・資産運用にかかるサービスの充実に努め、お客さまに寄り添った提案

を通して安定的な資産運用をサポートしてまいります。 

記 

１． 提供サービスとエリア 

東海東京証券との提携に基づき、金融商品仲介業務に関わる次のサービスを提供いたします。 

（1）金融商品仲介による取扱商品 

主に、国内外の株式・債券、国内外の株式または株価指数等を参照した仕組債 

（2）金融商品仲介の取扱いチャネル 

当行担当者による対面取引（口座開設及び証券商品・サービスの取扱い） 

（3）提供エリア 

山形県内全域（村山地域、置賜地域、庄内地域、最上地域） 

２． 山形県内全域でのサービス開始日 

2022年 6月 6日（月） 

※ 村山地域・置賜地域は、2021年 10月 1日より先行してサービスを提供 

以上 

  

本件に関するお問い合わせ先：営業推進部ライフプランアドバイス室 五十嵐 TEL：023-626-9007 
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【金融商品仲介業務に関するご注意事項】 

 

金融商品仲介サービスのご利用にあたっては、以下の点にご注意ください。 

 

・ 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当

行ならびに委託金融商品取引業者が元本を保証するものではありません。 

・ 金融商品仲介で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の

業務または財産の状況の変化等により価額が変動し、損失が生じるおそれがあります。 

・ お取引に際しては、手数料等がかかる場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引

方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載する

ことができません。 

・ 各商品のリスク及び手数料等の情報の詳細については、各商品の「契約締結前交付書面」、「目論

見書」または「販売用資料」等でご確認ください。 

・ お取引に際して交付する「契約締結前交付書面」、「目論見書」または「約款」等は、その内容を

必ず確認のうえ、お取引の投資判断はお客さまご自身でお願い致します。 

・ 当行は委託金融商品取引業者とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、お客さま

が希望される委託金融商品取引業者の証券取引口座の開設が必要です。 

・ 当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の商品やサービスは、委託金融商品取引業者

によるものであり、当行が提供するものではありません。 

・ 当行には委託金融商品取引業者とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがっ

て、委託金融商品取引業者とお客さまとの間の契約の締結権はありません。 

・ 当行での金融商品仲介のお取引の有無が、お客さまと当行との取引（預金・融資・為替等）に影

響を与えることはありません。また、当行での取引内容（預金・融資・為替等）が金融商品仲介

サービスの取引に影響を与えることはありません。 

・ 委託金融商品取引業者によって、取扱商品・手数料等が異なります。また同一商品でも手数料等

が異なる場合があります。詳しくは委託金融商品取引業者のホームページ等でご確認ください。 

・ ご購入いただいた有価証券等は委託金融商品取引業者に開設された口座でお預かりのうえ、委託

金融商品取引業者の資産とは分別して保管されますので、委託金融商品取引業者が万一破綻した

際にも委託金融商品取引業者の整理・処分等に流用されることなく、原則として全額保全されま

す。その際、委託金融商品取引業者が分別保管の義務に違反したことによって、お客さまの資産

の返還が円滑に行われない場合には、返還できないお客さまの資産については投資者保護基金よ

りお客さま一人当たり上限 1,000万円まで補償が行われます。 

 


